
茨城県保育所設置認可等要綱 

 

 
第１ 趣旨 

  この要綱は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）及び児童

福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年茨城県条例第６１号。

以下「条例」という。），その他の法令に定めるもののほか，県内の保育所の設置認可等

に当たって必要な手続等を定め，もって県内の保育所の適正配置その他当該保育所の事

業の健全なる進展を図るものである。 

第２ 保育所設置認可の方針 

 １ 保育所の設置に当たっては，県が子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。

以下「支援法」という。）第６２条に基づき定めた計画及び市町村が支援法第６１条に

基づき定めた計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）に適合する

ことを原則とするものとする。 

 ２ 保育所の計画承認及び設置認可の申請があった場合は，市町村子ども・子育て支援

事業計画に適合することを確認するため，当該保育所が設置する予定の市町村に対し，

保育所の設置認可に関する意見書の提出を求めることとする。 

第３ 保育所設置認可申請に係る審査等 

 １ 審査の基準 

 （１）定員 

    保育所の定員は，２０人以上であること。 

 （２）社会福祉法人又は学校法人による設置認可申請 

    認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては，条例で

定める基準（保育所に係るものに限る。以下「最低基準」という。）に適合するかど

うかを審査するほか，法第３５条第５項第４号に掲げられた基準によって審査を行

う。 

（３）社会福祉法人又は学校法人以外の者による設置認可申請 

    社会福祉法人又は学校法人以外の者から保育所の設置認可に関する申請があった

場合には，最低基準に適合するかどうかを審査するほか，法第３５条第５項各号に

掲げられた基準によって審査を行う。なお，その際の基準については，以下のとお

りとする。 

ア 保育所を経営するために必要な経済的基礎を有すること。 



    「必要な経済的基礎がある」とは，以下の（ア）及び（イ）のいずれも満たすも

のをいうこと。また，当該認可を受ける主体が他事業を行っている場合については，

（ウ）も満たすこと。 

（ア）原則として，保育所の経営を行うために直接必要なすべての物件について

所有権を有しているか，又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用

許可を受けていること。ただし，「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場

合の要件緩和について」（平成１６年５月２４日雇児発第 0524002 号・社援

発第 0524008 号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知）

に定められた要件を満たしている場合には，この限りでない。 

    （イ）保育所の当初の運営資金として，当該保育所の年間事業費の１２分の１以

上に相当する資金を普通預金，当座預金等により有していること。 

    （ウ）直近の会計年度において，保育所を経営する事業以外の事業を含む当該主

体の全体の財務内容について，３年以上連続して損失を計上していないこと。 

   イ 当該保育所の経営担当役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれに

準ずる者をいう。以下同じ。）が社会的信望を有すること。 

   ウ 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 

     「実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること」

とは，以下の（ア）及び（イ）のいずれにも該当するか，又は（ウ）に該当する

こと。なお，この場合の「保育所等」とは，保育所並びに保育所以外の児童福祉

施設，認定こども園，幼稚園，家庭的保育事業，小規模保育事業，居宅訪問型保

育事業及び事業所内保育事業をいうこと。 

     （ア）実務を担当する幹部職員は，保育所等において２年以上勤務した経験を

有する者であるか，若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる

者であるか，経営担当役員者に社会福祉事業について知識経験を有する者

を含むこと。 

     （イ）社会福祉事業について学識経験を有する者，保育サービスの利用者（こ

れに準ずる者を含む。）及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会（保

育所の運営に関し，当該保育所の設置者の相談に応じ，又は意見を述べる

委員会をいう。）を設置すること。 

     （ウ）経営担当役員者に保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び

実務を担当する幹部職員を含むこと。 

    エ 法第３５条第５項第４号に掲げられた基準に該当しないこと。 



２ 認可の条件 

   社会福祉法人以外の者に対して保育所の設置認可を行う場合には，設置者の類型を

勘案しつつ，次の条件を付するものとする。 

（１）最低基準を維持するために，設置者に対して必要な報告を求めた場合には，これ

に応じること。 

（２）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成２６年内

閣府令第３９号）第３３条を踏まえ，収支計算書又は損益計算書において，保育所

を経営する事業に係る区分を設けること。 

（３）保育所を経営する事業については，積立金・積立資産明細書を作成すること。 

（４）学校法人会計基準及び企業会計の基準による会計処理を行っている者は，（２）

に定める経理区分ごとに，第１２号様式の積立金・積立資産明細表を作成すること。 

なお，企業会計の基準による会計処理を行っている者は，（２）に定める区分ごと

に，企業会計の基準による貸借対照表（流動資産及び流動負債のみを記載），及び第

１３号様式の借入金明細書，及び第１４号様式の基本財産及びその他の固定資産（有

形固定資産）の明細書を作成すること。 

（５）毎会計年度終了後３月以内に，第１号様式による保育所を経営する事業に係る現

況報告書に，次に掲げる書類を添付して，知事に対して２通提出すること。 

   ア 前会計年度末における貸借対照表 

   イ 前会計年度の収支計算書又は損益計算書 

   ウ 保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立金・積立資産明細書 

     ただし，学校法人会計基準及び企業会計による会計処理を行っている者につ

いては，保育所を経営する事業に係る前会計年度末における第１２号様式の積

立金・積立資産明細書 

     また，企業会計の基準による会計処理を行っている者は，保育所を経営する

事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表（流動資産

及び流動負債のみを記載），第１３号様式の借入金明細書，第１４号様式の基本

財産及びその他の固定資産（有形固定資産）の明細書 

（６）保育所の運営が著しく適正を欠くと認めるときは，当該保育所に対し，期限を定

めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができること。 

（７）（６）の命令を受けた当該保育所がこれに従わないときは，期間を定めて事業の

停止を命じることがあること。 

（８）（７）の命令を受けた当該保育所がその命令に従わず他の方法により運営の適正



を期しがたいときは，認可の取消しを行うことがあること。 

第４ 保育所設置の認可申請等 

 １ 保育所設置の認可申請 

 （１）計画承認申請書の提出 

    施設及び設備の整備を行い保育所を設置しようとする者は，様式第２号による申

請書を，別に定める日までに施設を設置しようとする市町村を経由して２通（正本

及び副本）提出しなければならない。 

    なお，申請書を受け付けた市町村は，申請内容を確認のうえ，当該申請書に意見

書を添えて知事へ提出すること。 

 （２）認可申請書の提出 

法第３５条第４項及び児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下

「規則」という。）第３７条第２項及び第３項の規定により，保育所の設置の認可を

受けようとする者は，別に定める日までに第３号様式による認可申請書を，施設を

設置しようとする市町村を経由して知事に３通（正本１，副本２）提出しなければ

ならない。 

なお，申請書を受け付けた市町村は，申請内容を確認のうえ，当該申請書に意見

書を添えて知事へ提出すること。 

 ２ 保育所設置の届出 

   法第３５条第３項及び規則第３７条第１項の規定により，保育所を設置しようとす

る市町村は，あらかじめ第４号様式による届出書を知事に提出しなければならない。 

 ３ 公私連携型保育所の設置の届出 

 法第５６条の８第３項の規定により，公私連携型保育所を設置しようとする者は，

あらかじめ第５号様式による届出書を知事に提出しなければならない。 

 ４ 保育所の廃止又は休止の承認申請 

   法第３５条第１２項及び規則第３８条第２項の規定により，保育所を廃止又は休止

しようとする者は，その廃止又は休止の日の３月前までに，第６号様式による申請書

を施設の所在する市町村を経由して知事に提出しなければならない。 

   なお，申請書を受け付けた市町村は，申請内容を確認のうえ，当該申請書に意見書

を添えて知事へ提出すること。 

 ５ 保育所の廃止又は休止の届出 

   法第３５条第１１項及び規則第３８条第１項の規定により，保育所を廃止又は休止

しようとする市町村は，その廃止又は休止の日の３月前までに，第７号様式による届



出書を知事に提出しなければならない。 

第５ 内容変更の届出 

   保育所の設置者は，次の表の左欄に記載する事項を変更しようとする場合，あるい

は変更した場合には，同表の中欄に記載する時期までに，同表の右欄に記載する様式

による届出書を知事に提出しなければならない。 

   なお，市町村以外の者が設置する保育所については，当該保育所の設置市町村へ提

出を行い，市町村は，変更内容を確認の上，知事へ提出すること。 

 

事項 提出期限 届出書様式 

名称及び位置 変更後１月以内 第８号様式 

設置法人の名称，所在地及び代表者 変更後１月以内 第８号様式 

建物その他設備の規模及び構造並びに

その図面 あらかじめ 第９号様式 

運営の方法（事業の運営についての重要

事項に関する規程） あらかじめ 第１０号様式 

経営の責任者及び福祉の実務に当る幹

部職員の氏名及び経歴 あらかじめ 第１１号様式 

 
第６ 既設の保育所に対する指導 

   この要綱の施行前既に設置認可を受けた保育所に係る社会福祉法人以外の者につい

ては，第３の２（１）から（５）までに掲げる基準を満たすよう指導するものとする。 

第７ 施行期日 

  この要綱は，平成１３年１月３１日から施行する。 

  この要綱は，平成２３年３月９日から施行する。 

  この要綱は，平成２３年１１月２日から施行する。 

  この要綱は，平成２５年１２月２０日から施行する。 

  この要綱は，平成２７年８月５日から施行する。 

  この要綱は，令和６年６月 25 日から施行する。 

  この要綱は，令和６年１１月５日から施行する。 
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